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確認すべき主な事項（事前分析表）

背景・課題について

１
施策目標の実現に向けて、どのような課題があるかを過不足なく記載できているか。

（注１） 課題の分析に漏れがあると、その後に続く、達成目標の設定が不十分となる可能性あり。

達成目標について

２ 課題に対応した達成目標を設定できているか。

３
施策目標の実現に向け、適切にブレイクダウンできているか、抽象的なものとなっていないか。

（注２） 達成目標に含まれる内容が多すぎる場合は、適宜分割をすることも要検討。

測定指標、参考指標について

４ 達成目標の進捗度合いを測定する指標として、合理的な指標が設定されているか（達成目標と測定指標の関係性は明確か）。

５

測定指標はアウトプットとアウトカムの双方が設定されているか。

（注３） 最終的なアウトカムだけでなく、アウトプットと直接的な関係性のある短期的なアウトカムや、最終的なアウトカムを実現するための中
期的なアウトカムを設定することが望ましい。

６ 測定指標のうち「主要な指標」とそれ以外の指標が区分されているか。また、「主要な指標」とする理由は明確で、適切に選定されているか。

７ 当該年度の目標値が記載されているか。

８ 目標値は過年度実績や最終目標年度の目標値を踏まえ、適切な水準に設定されているか。

９ 目標値を設定することは困難だが、実績値を経年的に把握することで、評価の参考となる情報について、参考指標として設定されているか。

達成手段について

１０ 測定指標と関連する達成手段数が０となっていないか。

１１ 達成目標と関連する達成手段が多数になっているなど、達成目標と達成手段との関係が複雑な構造となっていないか。 （注２）参照
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【概要】令和７年度事前分析表（案）（施策目標Ⅰ-5-２）
基本目標Ⅰ： 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づく りを推進すること
施策大目標５： 新興感染症への対応を含め、感染症の発生・まん延を防止するとともに、感染症による健康危機発生時に迅速かつ

 適切に対処する体制を整備すること 
施策目標２： 感染症による健康危機発生時に迅速かつ適切に対処する体制を整備すること

現状（背景）

課 題 １

達成目標１

【測定指標】太字・下線が主要な指標

１ 健康危機管理調整会議の定期開催件数（アウトプット）

・ 感染症による健康危機発生時に迅速かつ適切に対処するため、あらかじめ有事の際の対応策を整理し、平時の備えの充実を図る必要がある。
・ 今後新たに発生する感染症に対しては、政府が科学的根拠ある対策を迅速にとるため、質の高い科学的知見を提供する体制を整備することが必要。

・ 政府の感染症危機管理の体制としては、令和５年９月に内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁が設置され、感染症対応に係る関係省庁に対する総
合調整を平時から有事まで一貫して統括し、厚生労働省は感染症対応の実務の中核を担っている。（なお、感染症を含む健康危機発生時に迅速かつ適切に対
処するため、厚労省においては「厚生労働省健康危機管理基本指針」等に基づき、健康危機管理体制を整備。）

・ 新型コロナウイルス感染症の流行を背景に、輸入感染症等の報告数は少なくなっていたが、新型コロナウイルス感染症の類型見直しに伴う国際的な往
来の再開等による流入により一部の感染症では前年よりも報告数が増加しているため、、新型コロナウイルス感染症も含め、国立健康危機管理研究機
構（JIHS）による情報収集等を踏まえ感染症の発生状況を注視しつつ、次の感染症危機に備える必要がある。

・ このため、次の感染症危機に対応する政府の司令塔機能の強化の 一環として、感染症その他の疾患に関し、調査研究、医療の提供、 国際協力、人

材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延時において疫学調査から臨床研究まで
を総合的に実施し、政府に科学的知見を提供する「新たな専門家組織」として、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを一
体的に統合し、令和７年４月に「国立健康危機管理研究機構」（Japan Institute for Health Security、略称JIHS）が設立される。
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感染症による健康危機発生に備え、平時より適切に感染症の発生状況の把握等を行うとともに、
感染症有事における対応力の強化に向けた質の高い科学的知見を提供する体制の整備を推進する

２ 国立健康危機管理研究機構法第三十条に基づく主務大臣による毎年度の業務の実績の評価について、標準評価（B評価）以上の評価を受けた項
目の割合（アウトプット）



厚生労働省における健康危機管理の枠組み

○ 薬害エイズ事件の反省に基づき、平成９年に「健康危機管理基本指針」の策定や「健康危機管理調整会議」の設置な
ど体制整備。食中毒や医薬品など、各分野別に実施要領を整備。

○ 組織横断的な情報収集、評価分析、初動対応により、原因の明らかでない公衆衛生上の緊急事態に対しても、漏れな
く対応。

○ 感染症危機は、令和５年９月の組織改編により、内閣感染症危機管理統括庁の下、感染症対策部が主対応。

 

国 内 外 の 健 康 危 険 情 報

海外の関係機関

大臣官房厚生科学課 災害等危機管理対策室
（情報収集・情報の評価分析・初動体制等対策の検討・実施）

関係省庁

情報交換
連   携

調整
指示
報告

開催（定例・臨時）設置調整等

対応要請

報告
情報提供

国民・保健所・独立行政法人国立病院機構の各病院等・都道府県等・地方厚生局・国立試験研究機関・海外の関係機関等

健康危機管理調整会議等
（対策の検討・調整）

健康危機管理担当部局
（対策の決定・実施）

厚生労働大臣、副大臣 等
厚生労働省
対策本部

指示
報告

国立感染症研究所
国立医薬品食品衛生研究所
国立保健医療科学院 等
 

健康危機
管理部会

意見
諮問

省内関係課

国立試験研究機関都道府県等(独)国立病院機構
    の各病院等

保健所 地方厚生局 研究者検疫所

厚生労働省の健康危機管理体制
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厚生労働大臣

○ 感染症対応能力を強化するため、内閣感染症危機管理統括庁の設置と同時期に、厚生労働省に、感染症対策部を設置（厚

生労働省組織令改正）。
※ 医務技監（内閣感染症危機管理対策官（充て職））の感染症対策の関係部局の統理のもと、感染症対策部長がその指揮・命令の下で感染症対策に関する
省内のとりまとめを主導する。

※ 感染症対策部に、「企画・検疫課」、「感染症対策課」、「予防接種課」の３課を設置する。

（現行の結核感染症課は「感染症対策課」とするとともに、同課に「結核対策推進室」を新設する。）

○ 感染症対策部は、平時から、検査、予防接種、保健所の支援、検疫等について一体的に実施するとともに、感染症危機対応

の業務に関する厚労省内のとりまとめを主導。

○ 感染症危機時においては、感染症対策部を中核として応援職員を招集し、体制を迅速に構築。また、平時からの経験やデータ

の蓄積に基づく有効な感染症対応を組織的な指示系統のもと実施。

・平時から、検査、予防接種、保健所の支援、検疫等について一体的に実施するとともに、感染症危機対応の業務に関する厚労省内のと
りまとめを主導
・国立健康危機管理研究機構（令和７年度以降設置）の監督を担い、平時からの経験やデータを蓄積。

感染症対策部

感染症対策部のイメージ 内閣感染症危機管理統括庁

取りまとめ

・感染症危機時には、感染症対策部を中核と
して応援職員を招集し、体制を迅速に構築。

※平時より、感染症危機時に備えたリストを作

成、対象人員に対する研修を実施。

内閣感染症危機管理対策官

「感染症対策部」の概要

医務技監事務次官

医政局：医療病床・医療人材の確保

医薬産業振興・医療情報審議官：治療薬等の開発、物資の確保

健康・生活衛生局（本局）：保健所の体制構築（保健所応援体制の整備等）

医薬局：医薬品の承認審査 等

充て職

厚労省対策本部（感染症危機時）

国立健康危機管理研究機構（令和７年４月１日設立）

・感染症に関する科学的知見の獲得・提供

監
督

科
学
的
知
見
の
提
供

科
学
的
知
見
の
提
供
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国立健康危機管理研究機構 第一期中期目標案のポイント

１．感染症有事における初動対応の強化

２．研究開発力の強化

３．健康危機における臨床機能の強化

４．人材育成・国際協力

• 隔離・待機期間等を迅速に決定

• 有事における検査・診断方法、治療薬・治療
法、ワクチン等の実用化につなげる

• 有事における医療の提供、状況に応じた特別
のミッション、全国の医療機関に対する治療
法の助言や応援派遣等を充実

• グローバルヘルスセキュリティ、ＵＨＣ
（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ）への貢献

• 感染症インテリジェンスのハブとなり、診療から調査分析・リス
ク評価までを一体的に行い、最初の数百例程度の知見（疫学・臨
床情報、検体の解析による病原体の特徴等）を迅速に収集

• 感染症の全体像、検査方法、診療指針等を速やかにとりまとめ

• 平時から国内外の多施設共同治験等のネットワーク構築やFirst in 
Humanをはじめとする早期臨床試験の体制整備を推進

• 基礎研究から臨床研究、公衆衛生対応まで部門間の協働・連携を
推進（一気通貫の研究の実施）

• 感染症有事の対応力を高めるためにも、総合病院機能を維持・強
化した上で、救急医療や集中治療の充実、災害派遣医療チーム
（ＤＭＡＴ）事務局（日本DMATに関する業務の中核となる機関）の移管を実施

• 関係機関との人事交流等による機構内の人材の専門性の向上のほ
か、各種研修プログラムを充実

• 感染症インテリジェンスや研究・開発における国際連携に加え、
二国間等での技術協力・国際展開を実施

※ 特に、１～３に際し、感染症有事対応にはDXの推進や技術革新による対応能力の強化が重要となるため、政府の医療DX推進の取組等を踏まえ、
機構の各取組も推進していく。また、全体として業務運営の効率化を図る。

• 全国の地衛研等・保健所・医療機関等への
展開、国民への分かりやすい情報提供

• 新たな研究成果の創出

• 国内の多様な公衆衛生対応人材の育成・確保

＜中期目標で指示した内容により実現する事項＞

国立健康危機管理研究機構法（令和５年法律第46号）第27条第１項の規定に基づき、令和７年４月から６年間の中期

目標を定め、機構に指示する。第１期中期目標案のポイントは以下のとおり。

＜中期目標で指示した内容により、政府も含め実現する事項＞
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第２回国立健康危機管理研究機
構評価準備部会 資料２

2024（令和６）年12月19日



○ 令和５年５月に国立健康危機管理研究機構法が成立し、内閣感染症危機管理統括庁・厚労省感染症対策部に科学的知見を提供する「新
たな専門家組織」として、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを一体的に統合し、令和７年４月に国立健康危機管理研究機構
（ Japan Institute for Health Security、略称JIHS）が設立される。

○ 新型インフルエンザ等対策政府行動計画（令和６年７月２日閣議決定）においては、次の感染症危機への備えをより万全にしていくた
め、JIHSが果たす役割として「①情報収集・分析・リスク評価、②科学的知見の提供・情報発信、③研究開発や臨床研究等のネットワー
クのハブ、④人材育成、⑤国際連携」が求められている。

○ このため、令和７年度において、JIHSにおける運営管理、研究開発、人材育成等の実施に必要な予算を計上する。

１  事業の目的

健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課（内線8315,8327）

令和７年度当初予算案 174億円（－億円）※（）内は前年度当初予算額

２  事業の概要・スキーム

国立健康危機管理研究機構の運営に必要な経費

厚 生 労

働 省

交付金

国 立 健

康 危 機

管 理 研

究 機 構

○実施主体

国立健康危機管理研究機構

（特殊法人）

○設置根拠

国立健康危機管理研究機構法

○交付金

法39条に基づき、国が交付

○設立年月日

令和７年４月１日（予定）

３  実施主体等

＜機構の業務＞
●感染症その他の疾患に係る予防・医療に関し、調査・研究・分析・技術の開発を行うとともに、これに密接に関連する医療を提供する。
●予防・医療に係る国際協力に関し、調査・研究・分析・技術の開発を行う。また、国内外の人材の養成及び資質の向上を行う。
●感染症等の病原等の検索及び予防・医療に係る科学的知見に関する情報の収集・整理・分析・提供を行う。
●病原体等の収集・検査・保管及びその実施に必要な技術開発・普及等を行うほか、地方衛生研究所等に対し研修等の支援を行う。
●科学的知見を内閣総理大臣（内閣感染症危機管理統括庁）及び厚生労働大臣（感染症対策部）に報告する。
●上記のほか、国立感染症研究所、国立国際医療研究センターの業務を引き継いで実施する。

※令和６年度補正予算額   65億円

国立健康危機管理研究機構
（ＪＩＨＳ）

政府

内閣感染症
危機管理統括庁

厚生労働省
感染症対策部

自治体
地方衛生研究所等

産業界・
アカデミア

国民

感染症指定医療機関
協力医療機関

感染症インテリジェンス基盤強化
（情報収集・分析・リスク評価）

地方連携

提供
・ 科学的知見
・ 情報
・ 治療薬・治療法

国際連携

国際機関（WHO等）
諸外国（米国CDC等）
地域（ACPHEED等）

感染症臨床研究ネットワークの構築

研究開発の推進

ＤＸ推進による情報連携・集約
（電子カルテ情報と発生届の連携等）

人
材
育
成
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新興・再興感染症臨床研究ネットワーク事業

２  事業の概要・スキーム等

１  事業の目的

（事業概要）

• 今後新たに発生する感染症に対し、根拠のある対策を迅速にとるため、
臨床情報・検体等を速やかに収集し、迅速に病態解明や検査方法や治療
薬・ワクチン等の研究開発を行う基盤となる感染症指定医療機関等の協
力医療機関からなる臨床研究ネットワークを活用し、平時においては、
国内で発生のみられる感染症について、継続的な研究開発を行う。

• 感染症事案発生時には、医薬品等を迅速に研究開発するための臨床試験
（治験）を多施設で実施できる体制を確保するため、REBIND事業と連
携し、平時から本ネットワークの活用を図る。

• 令和７年度からの本格運用においては、感染症指定医療機関等から成る
臨床研究ネットワークを形成し、協力医療機関の管理、事務等を担当す
る事務局を設置し、本ネットワークの協力医療機関での臨床研究を推進
する。

（スキーム）

○ 今後新たに発生する感染症に対しては、科学的根拠を迅速に創出するとともに、医薬品等の臨床研究開発を推進することが求められる。

○ 感染症法では、新たに医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保するとともに医薬品の研究開発を
推進することが規定されている。

※（第56条の39第１項）国は、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症患者に対する医療提供の基盤とな
る医薬品の研究開発を推進することとする。

（第56条の39第３項）研究開発の推進に係る事務について、国立研究開発法人国立国際医療研究センターその他の機関に委託することができることとする。

○ 今般、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」（令和６年７月２日閣議決定）において、「国及びJIHSは、AMEDと連携し、新型インフルエン
ザ等の発生時に、初動期から治療薬・治療法の速やかな研究開発の推進及び支援を行うため、平時から、基礎研究から治験等臨床研究に至る感染症
研究のハブとしてJIHSが機能する体制を整備する。」と明記された。

○ 臨床情報・検体等を速やかに収集し、検査方法や治療薬・ワクチン等研究開発の基盤となる新興・再興感染症データバンク（REBIND）と連携し、
平時より感染症に関する医薬品の研究開発に協力可能な医療機関のネットワークにより、感染症の医薬品開発等の臨床研究を実施する体制を構築す

る。

厚生労働省

国立健康危機管理研究機構

委託

協力医療機関

補助金

統括
連携

感染症対策部感染症対策課
（内線4609）

令和７年度当初予算案 5.9億円（4.1億円）※（）内は前年度当初予算額 令和６年度補正予算額 23億円
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